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臨時代理の承認について 

（群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について） 

 

 

  このことについて、緊急やむを得ない理由により別紙のとおり臨時代理しましたので、

教育長に対する権限委任等に関する規則第５条第２項の規定により、その承認を求めます。 

 

 

 

 

 令和７年４月２１日 

 

 

                      

群馬県教育委員会 

 教育長 平田 郁美 

 

                    

takada-k
テキストボックス
 ２



 

群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の概要 

 

                                     学校人事課 

 

１．改正内容 

  群馬県学校職員について、特別休暇に係るに規則を一部改正する。 

 ○改正の要点 

（１） 一部の特別休暇（看護等休暇）の対象範囲および取得要件を見直す。 

（２） 規則の一部について、文言整理を行う。 

 

２．施行期日 

 ○令和７年４月１日 
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